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２０１７年（平成２９年）１１月２０日

大飯原発３，４号機運転差止請求控訴事件



纐纈一起 東大地震
研究所教授
元「地震・津波、地質・
地盤合同ＷＧ」主査

⼀一番安全側に考えれば、
⽇日本のように地殻変動の激しいところで原発を

安定的に運転することは、
⼟土台無理理だったという感じがします。

地震は、複雑系の問題で，実験ができない上，
低頻度度で過去のデータが少ないという『三重苦』のため

に、
地震の科学には⼗十分な予測の⼒力力はない

岡田義光
防災科研理事長

岩波書店『科学』2012年1月号
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予測の結果には⾮非常に⼤大きな誤差が伴う。
原発のように危険なものを

科学だけで審査できると考えたのは間違いだった。



我が国の地震学会においてこのような（注：１２６０ガルを超える揺
れをもたらすような）規模の地震の発生を一度も予知できていないこ
とは公知の事実である。地震は地下深くで起こる現象であるから，そ
の発生の機序の分析は仮説や推測に依拠せざるを得ないのであって，
仮説の立場や検証も実験という手法がとれない以上過去のデータに頼
らざるを得ない。確かに地震は太古の昔から存在し，繰り返し発生し
ている現象ではあるがその発生頻度は必ずしも高いものではない上に
正確な記録は近時のものに限られることからすると，頼るべき過去の
データは極めて限られたものにならざるを得ない。

…大飯原発には１２６０ガルを越える地震は来ないと確実な科学的根
拠に基づく想定は本来的に不可能である。

福井地裁の裁判官は、現在の地震の科学における
地震動予測の限界について、きちんと理理解されてい

る
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事情聴取書

纐纈一起教授

原発のように真に重要なものは、⽇日本最⼤大か世界最⼤大に備えてもらうしかな
い。
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H28.12.9修正 地震本部「レシピ」

(ｱ) 過去の地震記録や調査
結果などの諸知見を吟味・
判断して震源断層モデルを
設定する場合

(ｲ) 長期評価された地表
の活断層長さ等から地震規
模を設定し震源断層モデル
を設定する場合

(ｱ) 過去の地震記録などに
基づき震源断層を推定する場
合や詳細な調査結果に基づき
震源断層を推定する場合

(ｲ) 地表の活断層の情報を
もとに簡便化した方法で震
源断層を推定する場合

加筆

修正前
修正前

修正後 修正後

甲４２２
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甲４５７
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甲４５７
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「レシピ」の一部記述表現について（案）
2016.09.14 地震本部事務局
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アの方法でやっていること自体が適切だと思っています。
なぜかというと、
…断層の長さも含めて、いろいろな面で
保守的な評価をしているということで、私ども、大飯に
ついても、これは問題ないというふうに判断したもので
ございます。

⼊入倉・三宅宅式が地震モーメントを⼩小さく算出する
可能性を有していることにも留留意して、断層の⻑⾧長
さや幅等に係る保守性の考慮が適切切になされてい
るかという観点の審査はされていません。

証人調書 ３３頁

３連動や上端深さ３ｋｍについて、規制庁は
余裕を持たせたとアピールしているが、そうでは
なくて、
当たり前のことだ。

甲４８４
中日新聞 2017.7.1

乙２６３
H29.2.22 規制委員会 記者会見
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各関係式の成り立ちを踏まえることなく単純に同じ長さ
を代入して算出される地震モーメントの大小を比較する

ことに科学的合理性はない

準備書面（３７） １０６頁

H28.2.19 大飯発電所
地震動評価について

H28.2.19 大飯発電所
津波評価について
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＊円形破壊面を仮定せずアスペリティ面積比を22%、静的応力降下量を3.1MPaとす
る取扱いは、暫定的に、以下のいずれかの断層の地震を対象とする。
(i) 断層幅と平均すべり量とが飽和する目安となるM0 =1.8×1020 (N･m)を上回る断層。
(ii) M0 =1.8×1020 (N･m)を上回らない場合でも、アスペリティ面積比が大きくなった
り背景領域の応力降下量が負になるなど、非現実的なパラメータ設定になり、円形
クラックの式を用いてアスペリティの大きさを決めることが困難な断層等。
なお、断層幅のみが飽和するような規模の地震に対する設定方法に関しては、今
後の研究成果に応じて改良される可能性がある。

＊円形破壊面を仮定せずアスペリティ面積比を22%、静的応力降下量を3.1MPaと
する取扱いは、暫定的に、
断層幅と平均すべり量とが飽和する目安となるM0 =1.8×1020 (N･m)を上回る断層
の地震を対象とする。

断層幅のみが飽和するような規模の地震に対する設定方法に関しては、今後の研
究成果に応じて改良される可能性がある。

H28.6.10 改訂 レシピ

H28.12.9 修正 レシピ
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⑤ 上記④の基準地震動の策定過程に伴う各種の不確かさ（震源断層の長さ、

地震発生層の上端深さ・下端深さ、断層傾斜角、アスペリティの位置・大きさ、
応力降下量、破壊開始点等の不確かさ、並びにそれらに係る考え方及び解釈の
違いによる不確かさ）については、敷地における地震動評価に大きな影響を与
えると考えられる支配的なパラメータについて分析した上で、必要に応じて不
確かさを組み合わせるなど適切な手法を用いて考慮すること。

「不不確かさ（ばらつき）」と限定されているのは、これは今
後の議論論をすごく限定してしまうのではないのかという危惧
がありまして、できれば「各種の不不確かさを考慮して」とか
というふうな形にしておいていただく。
これはなぜかといいますと、不不確かさは、もう本当に⾃自然現
象として、ばらつきとして捉えられるような不不確かさだけで
はなくて、認識識論論的な不不確かさとか、あるいは、我々が持っ
ているこのモデルや、そういった知⾒見見のもう⾄至らぬところか
ら⽣生じる限界、そういったものも含めて今後議論論をする必要
があろうかと思いますので、ここはぜひとも、⾔言葉葉のレベル
ですけれども、⾮非常に重要だと思いますので。 防災科学技術研究所

藤原広行氏地震・津波に関わる新安全基準に関する
検討チーム 第３回会合

議事録 31頁

設置許可基準規則の解釈４条５項二号
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甲４８３ 2017.7.1 朝日新聞


